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全面改訂

※ ７ ； 再生資源利用促進計画書を提出する 。

（ 火災保険等 ）

． 請負契約締結後速やかに 、 次の工事保険に加入し 、 証券または これに代わ る もの （ 保険証

券等 ） の写 し を直ちに監督職員に提出する こ と 。 保証期間は工期後満 2 1日間 （ 2 4時まで ） と

する 。

  ・ 火災保険等 （ 工事目的物及び工事材料 （ 支給材料を含む ） 等に生 じ る損害を填補 ）

   （ ・ 火災等  ・ 工事材料等の盗難等  ・ その他 （           ）

    に対応 し た ものを含む こ と 。 ）

  ・ 請負業者賠償責任保険 （ 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補 ）

 ただ し 、 上記 「 ○ 」 を付けた保険内容が含まれ る火災保険 、 建設工事保険 、 組立保険等で

も可 とする 。 その場合 、 保険証券等に よ り 保険内容が確認でき る ものであ る こ と 。

（ 前払金の支払い ）

． 前金払いについては次の と お り とする 。

払を し た工事で 、 次の各号の要件を満た し てい る工事は 、 2 0％以内の中間前払金を支払 う こ

 本工事は 、 前払金を 4 0％の範囲内で支払 う こ と がで き る 。 ま た 、 既に 4 0％の範囲内で前金

と が出来る 。 なお 、 中間前払金を請求する場合は 、予め監督職員に工事月報等を提出する も

の とする 。

（ １ ） 工期の ２ 分の １ を経過 し てい る こ と 。

（ ２ ） 工程表に よ り 工期の ２ 分の １ を経過する までに実施すべき もの と されてい る当該工

  事に係る作業が行われてい る こ と 。

（ ３ ） 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の ２ 分の １ 以上の額に相

  当する ものであ る こ と 。

や労働者の活用を図る こ と 。 ま た 、 資材について も同 じ よ う に地元業者か らの購入に努め る

こ と 。

５ ． 下請通知書については 、 下請契約締結後 、 所定の様式に よ り 速やかに提出する こ と 。 ま た 、

下請負いに付 さ ない場合で も必ず提出する もの とする 。

６ ． 元請業者は 、 下請業者の施工能力の向上 ・ 雇用管理 ・ 労働安全管理等の措置に関 し 、 必要

な指導 、助言その他の援助を行い 、 両者の合理的な関係の確立に努め る こ と 。

７ ． 本工事を受注 し た請負業者 （ 発注者か ら直接工事を請け負った特定建設業者で 、総額

万円以上の下請け契約を締結し た もの 。 ） は建設業法の規定に基づき施工体制台帳 、施工体

系図等を整備する と と もに 、 こ の工事が施工体制台帳作成義務の工事に該当する旨を下請業

者に通知 し なければな ら ない 。

８ ． 建設業法第2 4条の ７ 第 １ 項に規定する施工体制台帳を作成 し なければな ら ない者は 、 工事

について作成 し た施工体制台帳 （ 記載すべき もの と された事項に変更が生 じ た こ と に伴い新

たに作成された ものを含む 。 ） の写 し を提出し なければな ら ない 。

９ ． ７ 項に規定する もの以外であ って も 、 請負代金額 1 , 5 0 0万円以上の工事については 、 施工体

系図 （ 記載すべき もの と された事項に変更が生 じ た こ と に伴い 、 新たに作成された ものを含

む 。 ） を作成 し 、 その写 し を提出し なければな ら ない 。

1 0． ８ 項及び ９ 項に規定する者は 、 発注者か ら工事の施工の技術上の管理をつか さ ど る者の設

置の状況その他の工事現場の施工体制が 、 施工体制台帳及び施工体系図の記載に合致 し てい

る かど う かの点検を求め られた と きは 、 これに応じ なければな ら ない 。

1 1． ８ 項に規定する者についての建設業法第 2 4条の ７ 第 ４ 項の規定の適用については 、同項中

「 見やすい場所 」 と あ るのは 、 「 工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所 」 とす

る 。
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3 , 0 0 0

（ 低入札価格調査制度について ）

． 地方自治法施行令第 1 6 7条の 1 0第 １ 項の規定に よ り 、別に定めた基準に基づ く 価格を下回る

施工体制台帳の提出に際 し て 、 その内容の ヒ ア リ ン グを求め られた と きは 、 請負者の責任の

あ る立場の者は応じ なければな ら ない 。

． 地方自治法施行令第 1 6 7条の 1 0第 １ 項の規定に よ り 、別に定めた基準に基づ く 価格を下回る

価格で落札 し た場合においては 、 標準仕様書に基づ く 施工計画書の提出に際 し て 、 その内容

の ヒ ア リ ン グ を求め られた と きは 、 請負者の責任のあ る立場の者は応じ なければな ら ない 。

． 地方自治法施行令第 1 6 7条の 1 0第 １ 項の規定に よ り 、別に定めた基準に基づ く 価格を下回る

価格で落札 し た場合においては 、 配置する技術者については次の と お り と し なければな ら な

（ １ ） 配置する主任技術者は 、 専任 とする こ と 。

（ ２ ） 当該工事の予定価格が １ 千万以上の と きに限 り 、 契約日の属する年度及びその前年

  度に完成 し た工事に関 し次のいずれかに該当する場合は 、 配置すべき主任技術者又は

  監理技術者と は別に 、同等の要件を満たす技術者を専任で １ 人配置する こ と 。

点未満の工事成績評定を通知された場合

   イ  工事請負契約書に基づき修補又は損害賠償を請求 された場合

   ウ  品質管理 ・ 安全管理に関 し 、指名停止又は書面に よ る警告 ・ 注意の喚起を受

    けた場合

   エ  自 らに起因 し て工期を大幅に遅 らせた場合

（ 路上工事の一時中止について ）

． 「 鹿児島県域の路上工事縮減に関する行動計画 」 に基づき 、 下記の期間は路上の工事を原

則一時中止する もの とする 。

 2 7日 (金 )  2 1 ～  平成 年  ５ 月  ７ 日 (月 )  ６ 時   事由 ： ｺ ﾞ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ﾝ ｳ ｨ ｰ ｸ

 1 2日 (日 )  1 6 ～  平成 年  ８ 月  1 6日 (木 )  ９ 時   事由 ： お盆

 2 0日 (木 )  2 0 ～  平成 年  １ 月  ５ 日 (土 )  ６ 時   事由 ： 年末年始

（ 排出ガス対策型建設機械の使用について ）

． 本工事において以下の対象機種を使用する場合は 、排出ガ ス対策型建設機械ま たは 「 排出

ガ ス浄化装置 」 装着機械の使用を原則 とする 。 ただ し 、

 ①  リ ース業者等が対策型建設機械を供給でき ない場合

 ②  自社で未対策型建設機械を保有 し対策型建設機械を使用する こ と が妥当でない場合

等は 、 監督職員と の協議に よ り 、 未対策型建設機械を使用し て も よい もの とする 。

 （ １ ） バ ッ ク ホ ウ  （ ２ ） ホ イールローダ  （ ３ ） ブル ドーザ  （ ４ ） 発動発電機

 （ ５ ） 空気圧縮機  （ ６ ） 油圧ユニ ッ ト    （ ７ ） ロー ラ類    （ ８ ） ラ フテ レーン ク レーン

 なお 、排出ガ ス対策型建設機械ま たは 「 排出ガ ス浄化装置 」 装着機械の使用の有無を施工

計画書に明示する こ と 。

（ 低騒音型建設機械の使用の原則化について ）

． 本工事は 「 建設工事に伴 う 騒音振動対策技術指針 」 （ 昭和 6 2年 ３ 月3 0日建設省経機発第

号 ） に基づき 「 低騒音型 ・ 低振動型建設機械の指定に関する規定 」 （ 平成 ９ 年建設省告示第

号 ） に よ り 指定された低騒音型建設機械の使用を原則 とする 。

 なお 、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示する こ と 。

価格で落札 し た場合においては 、 請負者は 、 施工体制台帳を提出し なければな ら ない 。 ま た 、
１ ． 本工事よ り 発生する建設副産物については 、 再生資源の活用を行 う こ と を原則 と し 、 「 廃

２ ． 建設副産物の処理にあた っては 、 事前に再生資源利用計画書 ・ 再生資源利用促進計画書を

作成の う え施工計画書に含めて監督職員に提出し 、承諾を得る こ と 。 ま た完成時には実績及

び処分状況の記録を完成書類に含めて提出する こ と 。

棄物の処理及び清掃に関する法律 （ 以下 、 「 廃棄物処理法 」 ） 」 、 「 建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律 （ 建設 リ サ イ ク ル法 ） 」 、 「 建設工事公衆災害防止対策要綱 」 及び

に よ り 適正処理を行 う こ と 。

「 建設副産物適正処理推進要綱 」 を遵守する と と もに 、 マニフ ェ ス ト （ 積荷目録 ） シ ス テム

３ ． 受入機関の事業所名等がわかる看板を背景に 、 建設発生土等及び建設廃棄物の処分状況等

が確認で き る写真 （ 車両に積載された状態 ） の撮影を行い 、 工事写真帳へ貼付する こ と 。

 ただ し 、処分場内での荷下ろ し状況については監督職員の指示に よ る 。

おいて処理する こ と 。

４ ． 建設発生土等及び建設廃棄物の処理に起因する災害及び苦情については 、 請負者の責任に

５ ． 発生材の処理

（ １ ） 引渡 し を要する もの

      ・ 有 （                       ）

（ ２ ） 引渡 し を要する もの以外

      ・ 構外搬出 と し 、 搬出及びその処理費は本工事費に含む 。

（ ３ ） 特別管理産業廃棄物

      ・ 有 （ Ｐ Ｃ Ｂ使用機器 ：               ）

（ ４ ） 再利用又は再資源化を図る もの

      ・ 有 （                       ）

（ 建設発生土等 ）

６ ． 本工事の施工に よ り 発生する建設発生土は 、 次の と お り とする 。

 ・  監督職員が指示する構内の場所に敷き な ら し とする 。

 ・  下記の場所に搬出する こ と 。

    ア  受入れ場所  ：  鹿児島市

    イ  受入れ時間帯 ：    時   分  ～    時   分

 ただ し 、 工事発注後にやむを得ない事情に よ り 上記の指定に よ り 難い場合は 、監督職員と

協議の上 、 その指示に よ る こ と 。

（ 建設廃棄物 ）

再資源化する もの と し 、最寄 り の許可を受けた再資源化施設へ搬出する こ と 。

７ ． 建設廃棄物の う ち 、有効利用で き る コ ン ク リ ー ト 塊 、 ア ス フ ァ ル ト 塊及び建設発生木材は

施設及び最終処分場に搬入する際に産業廃棄物税が課税 される ので適正に処理する こ と 。

８ ． 上記以外の産業廃棄物は 、 最寄 り の許可を受けた最終処分場へ搬出する こ と 。 ま た 、 焼却

９ ． 本工事に よ り 発生する産業廃棄物を 、 請負者が産業廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託

せずに自己運搬する場合には 、 廃棄物処理法施行令及び同施行規則に基づき 、 その運搬車両

 ・  仮置き等   右記の場所に仮置きする 。 （                   ）
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（ 建設副産物 ）

（ 共通事項 ）

1 2． 本工事の施工業者は 、 建設業退職金共済制度の趣旨をふまえ 、 こ の制度の活用に努め る こ

と 。

1 3． 建設業法第 2 6条及び同施行令第2 7条に規定する監理技術者については 、指定建設業監理技

術者資格者証の交付を受けた ものを選任 し 、 その工事現場の専任 とする もの とする 。

1 4． 職業能力開発促進法の趣旨をふまえ 、延べ面積 ㎡を越え る工事には 、原則 と し て技能

士を常駐 させる もの とする 。 （ 機械設備工事のみに適用する 。 ）

1 5． 請負者は 、 工事請負代金額が 万円以上の工事について 、 工事実績情報サービ ス ( CO R I N S )

に基づき 、受注 ・ 変更 ・ 完成 ・ 訂正時に工事実績情報 と し て 「 工事カルテ 」 を作成 し監督職

員の確認を受けた う え 、受注時は契約後 1 0日以内に 、登録内容の変更時は変更があっ た日か

ら 1 0日以内に 、完成時は工事完成後1 0日以内に 、 訂正時は適宜登録機関に登録申請し なけれ

・ 訂正時のみ登録する もの とする 。 ） ま た 、 (財 )日本建設情報総合セン ター発行の 「 工事カ

ルテ受領書 」 が請負者に届いた際には 、 その写 し を直ちに監督職員に提出し なければな ら な

い 。 なお 、変更時と完成時の間が 1 0日間に満たない場合は 、変更時の提出を省略でき る もの

とする 。

（ 工事施工 ）

1 6． 工事現場での通行 、運搬 、 掘削 、 舗装等の作業に当たっ ては 、 特に現場周辺の住民及び通

行人への危険防止に万全の注意を払 う と と もに 、 昼夜間を問わず 、十分な る安全対策を行い 、

事故の皆無を期する こ と 。 ま た 、 工事現場周辺の側溝 、 その他の公共物を土砂やモルタル等

の残材等で埋没 させない よ う 特に注意する こ と 。 埋没 させた場合は速やかに請負者の負担で

復旧する こ と 。

1 7． 本工事の施工現場の詰め所等においては 、 火気責任者を定め 、 火気の取 り 扱いには十分注

意する こ と 。 （ 下請業者への指導を含む 。 ）

1 8． 本工事の施工に当たって 、 支障物件を発見 し 、 工事の進捗に影響があ る と思われ る場合に

は 、 速やかに監督職員に連絡 し 、 互いに協議の後 、監督職員の指示に よ り 処理する こ と 。 な

お 、 軽微な ものについて 、 これに要する費用は請負者の負担 とする 。

（ 屋内に使用する材料等 ）

1 9． ホルムアルデ ヒ ド を発散する資材を使用する場合 、居室内は Ｆ ☆☆☆☆規格 、居室へホル

ムアルデ ヒ ド が流入する恐れのあ る床下及び天井裏は 、 Ｆ ☆☆☆規格以上にそれぞれ適合す

る こ と 。但 し 、 これに よ り がたい場合は監督職員 と協議 し 、 承諾を得る こ と 。

 ※  対象 と な る材料

   木質建材 （ 合板 、木質フ ロー リ ン グ 、 パーテ ィ ク ルボー ド 、ＭＤ Ｆ等 ） 、壁紙 、 ホル

   ムアルデ ヒ ド を含む断熱材 、 保温材 、 接着剤 、 仕上げ塗料等 。

  注 ） ド アガ ラ リ 等に よ り 連通され 、居室への流入が見込まれ る ト イ レ等は 、居室 と一体

   化 とみなす 。

． ク ロルピ リ ホ ス を添加し ない こ と 。 ク ロルピ リ ホ ス を添加し た材料でない こ と 。

． 塗料は 、 ホルマ リ ン不検出の もので 、水性系の もの とする 。 （ 水廻 り 及び湿度の高い箇所

を除 く 。 ） 但 し 、 有機溶剤系塗料を使用する場合は 、 ト ルエンやキシ レ ンの拡散が極力小 さ

い もの と し 、 揮発性有機化合物の室内濃度を測定 し た場合においては 、 厚生労働省が定め る

指針値以下であ る こ と 。

（ か し ）

． か し担保の的確な履行を図る ため 、完成引渡 し後下記の期間内にか し検査を実施 し 、 「 か

し検査報告書 」 を提出する こ と 。 なお 、 こ の検査に要する費用は 、 請負者の負担 とする 。

  ・ １ 年      ・ ２ 年

2 5

2 6

2 7

い 。

   ア  6 5

2 8

・ 平成 年  ４ 月

・ 平成 年  ８ 月

・ 平成 年  1 2月

2 9

3 0

1 5 3 6

3 , 0 0 0

5 0 0

特  記  仕  様  書
Ⅰ ． 工事概要
１ ． 工  事  名

２ ． 工事場所

３ ． 工   期

４ ． 建物概要
消防法別表延面積 (㎡ ) 備  考階  数構  造建  物  名  称

（ ※  ・ 建築基準法に よ る表記  ・ 文部科学省算定床面積 ）

５ ． 工事種目 （ ○印の付いた ものを適用する ）

工  事  種  目

一式
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一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

テレ ビ電波障害防除装置

電 灯 設 備

動 力 設 備

電 熱 設 備

受 変 電 設 備

静 止 形 電 源 設 備

自 家 発 電 設 備

構 内 情 報 通 信 網 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

拡 声 設 備

誘 導 支 援 装 置

呼 出 装 置

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

入 退 室 管 理 装 置

自 動 火 災 報 知 設 備

自 動 閉 鎖 設 備

非 常 警 報 設 備

ガ ス漏れ火災警報設備

中 央 監 視 設 備

構 内 配 電 設 備

2 6 .

1 6 .

1 0 .

1 1 .

1 2 .

1 3 .

1 4 .

1 5 .

1 7 .

1 8 .

1 9 .

2 0 .

2 1 .

2 2 .

2 3 .

2 4 .

2 5 .

１ .

２ .

３ .

４ .

５ .

６ .

７ .

８ .

９ .

構 内 通 信 線 路 設 備

雷 保 護 設 備

本  工  事

工     事     種     別

一式

・ 無６ ．指定部分 ・ 有 （ 範囲 、 時期については監督職員の指示に よ る ）

Ⅱ ． 一般事項
（ 総則 ）

１ ． 本工事は 、 公共工事であ る こ と を十分に認識 し 、 工事の施工に当た って必要な官公署その

他への手続きは速やかに行い 、 建築基準法 、 労働安全衛生法 、 建設工事公衆災害防止対策要

綱及びその他関係諸法令を遵守 し 、 災害及び事故の防止並びに環境の保全に努め る こ と 。

２ ． 本工事の関連工事に従事する別契約の請負者 と は 、関連の工程 ・ 段取 り 等を事前に十分協

３ ． 安全管理をは じ め とする 、 その他の諸管理に十分留意 し て作業を行 う こ と 。

４ ． 本工事の施工に当たっては 、 地場産業育成の見地に立ってで き得る限 り 、 地元の専門業者

議 し 、 相互理解の上で施工する こ と 。

2 0

2 1

2 2

対象例建設副産物 具体的処理方法

 〃

 伝票等

１  建設発生土

２  有価物

３  建設廃棄物

（ 特定建設資材 ）

４  建設廃棄物

（ 上記以外 ）

残土

電線 (銅線 ) 、 キ ュービ ク ル

鉄屑 (特級Ａ ) 、 盤類 ､変圧器

ア ス フ ァ ル ト 塊

建設発生木材

金属 く ず

廃プ ラ スチ ッ ク

ガ ラ ス く ず

ゴ ム く ず

木 く ず

廃油

その他場内で発生し た産廃

蓄電池

蛍光灯管球

水銀灯管球

小型二次電池

コ ン ク リ ー ト 塊

場内敷き な ら し

許可処分場で廃棄処分

再資源化施設へ有価物

と し て売却

再資源化施設へ搬出

許可処分場で廃棄処分

特定の機関にて処理

回収拠点まで搬送

※ １

※ １

※ ２  ※ ３

※ ２

※ ２  ※ ４

※ ２

※ １

写真その他

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

※ ５  ※ ７

※ ７

※ ７
〃

〃

Ｐ Ｃ Ｂ入機器 指定場所に搬送 ※ ６

イオン化式スポ ッ ト 感知器 〃

※ ５ ； 敷き な ら し状況の写真を撮影する 。

   する 。

※ ４ ； 電解液は特別管理産業廃棄物のため 、 特別管理産業廃棄物は専用のマニフ ェ ス ト を使用

※ ３ ； Ｅ票記載の最終処分場は再生資源化施設であ る こ と 。

   以内に提出する 。

※ ２ ； マニフ ェ ス ト 伝票の Ａ 、 Ｄ 、 Ｅ票の写 し を提出する 。 Ｅ票については伝票発行後 1 8 0日

※ １ ； 受領書等の写 し を提出する 。

※ ６ ； 指定の保管容器に納めて納入し 、 保管場所にて銘板が見え る状態で撮影する 。

に 、

（ １ ） ５ c m以上の文字で 「 産業廃棄物を運搬 し てい る旨 」 の表示及び ３ c m以上の文字で

  「 排出事業者名 」 の表示

（ ２ ） 「 産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車であ る こ と を証する書面 」 の備え付け

  （ 携帯 ） を行 う こ と 。

田上工事事務所新築電気設備工事

鹿児島市西別府町 ３ １ １ ６番地 ３ ７ ほか

平成   年   月   日～平成   年   月   日

2

鉄骨造 1

鉄骨造 1

1

2 8 1 . 6 6

1 9 8 . 4 5

 1 0 . 8 6

  3 . 0 7鉄筋コンク リート

管理棟

倉庫棟

自転車等駐車場

危険物倉庫

鉄骨造 １ ５ 項

ばな ら ない 。 （ 但 し 、 工事請負代金額 万円以上 2 , 5 0 05 0 0 万円未満の工事については 、 受注

 1 9

 1 9

 1 9

 

時  

時  

時  1 9

 1 9

 2 0



鹿児島市建設局建築部設備課 課長 係長 設計
設計年月日

縮    尺

工  事  名

図面種類

図面番号

･ ･

特記仕様書 （ ２ ）

･ ･   

全  7NO . S C A L E

田上工事事務所新築電気設備工事

２

2   Ｈ １ ９

（ １ ） １ 箇所に ２ 個以上のス イ ッチを取 り 付け る場合は 、 プレー ト に負荷

（ ２ ） コ ンセン ト の う ち次の ものは 、 プレー ト に電圧等の刻印表示を行 う 。

（ ３ ） 器具はすべて 、真鍮ビ ス又はステン レ ス ビ スでボ ッ ク スに取 り 付け

ア  ブ ロ ッ ク マンホール蓋 ・ ハン ド ホール蓋は 、 原則 と し て 、 製造者

鉛めっ き製 と し 、 ボル ト ・ ナ ッ ト 類はステ ン レ ス製又は溶融亜鉛めっ き製

 原則 と し て 、 ブ ロ ッ ク マンホール ・ ハン ド ホール内の金具類は 、溶融亜

イ  ブ ロ ッ ク マンホール ・ ハン ド ホールの電線管挿入箇所は 、 防水処

ア  ブ ロ ッ ク マンホール ・ ハン ド ホールは 、 原則 と し て 、 所定の貫通

ウ  蓋及び把手並びに受枠は コール タール焼付け塗装 とする 。 ま た防

 高圧又は特別高圧は仕様書に よ る 。 それ以外の ものはケーブルの真上の

２ の位置にケーブル埋設幅以上の幅でシン グル タ イプのケー

ブルシー ト を埋設する 。 なお 、 「 文字入 」 の場合は 「 用途 」 、 「 電圧種別 」

Ⅲ ． 工事仕様 ※  項目及び事項は 、 番号等に○印の付いた ものを適用する 。

１ ．一般事項

項   目 事           項

１  適用 （ １ ） 本特記仕様書に規定する事項は 、別の定めがあ る場合を除き 、 請負

者の責任において履行すべき もの とする 。

（ ２ ） すべての設計図書は 、 相互に補完する もの とする 。 ただ し 、 設計図

書間に相違があ る場合の優先順位は 、 次の と お り と し 、 これに よ り 難

い場合は 「 疑義に対する協議等 」 に よ る手続きに よ る 。

ア  設計図書等に関する質疑応答書

２  遵守事項  工事は 、 電気設備技術基準 、 内線規定 、 並びに電力会社の規定に従い施

工する 。 なお 、 図面その他が諸規定 と相違する と きは 、監督職員の指示に

よ る 。

３  メ ーカー工場

（ ２ ） 試験方法は 「 仕様書 」 の 「 機材の試験 」 に準 じ 、該当する主な機材等におけ る立

会い検査 は 、 キ ュービ ク ル式配電盤 、 直流電源装置 、 発電装置 、複合防災盤 、

中央監視制御装置等 とする 。

４  提出書類

（ ２ ） 設計図縮小二ツ折製本 （ Ａ ３ 版 、表紙文字入 ）

（ １ ） 設計図二ツ折製本 （ Ａ １ 版 、 表紙文字入 ）

 施工に先立ち監督職員の指示する施工図を作成 し 、承諾を得てか ら施工

する 。 ま た 、 提出書類については 「 仕様書 」 に定め る もののほか 、 次の も

のを定め られた期限内に作成 し て提出する 。

程に達 し た場合及び監督職員の指定 し た工程に達 し た場合は 、 事前に

（ ２ ） 本書の 「 Ⅲ－ ２ ．共通事項 （ 総則 ） 」 に定め る立会検査を要する工

係官公署等の検査に合格 し なければな ら ない 。

（ １ ） 工事完成後 、 本市の完成検査に合格する こ と は も ち ろんの こ と 、 関５  検査

フ ィ ルム １ 部 、 主要使用資材報告書ほか監督職員の指示する もの 。

（ ３ ） 縮小原図 （ マ イ ラー ） １ 部 、 電子データ （ MO / C D - R

 修及び修繕に限る ）   （ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ）

      （ 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 ・ 環境課監修 ）

イ  特記仕様書

ウ  図面

エ  公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編 )  平成1 9年版  及び

 公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編 )  平成1 9年版 （ 改

オ  公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編 )  平成1 9年版

略称する 。

※  なお 、本書では以降 、 上記のエは 「 仕様書 」 、 オは 「 標準図 」 と

７  工事写真

設備編 」 に よ る 。

 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 「 工事写真の撮 り 方 (改訂第二版 )  建築

８  耐震構造  設備機器の固定は 、 「 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 」 (平成 ８

年度版 )  に よ り 、耐震強度計算書を監督職員に提出し 、 承諾を受け る もの

とする 。 なお 、 設計用水平地震力 、 設計用鉛直地震力は下記に よ る 。

（ １ ） 設計用水平地震力

  設計用水平地震力は機器の重量に 、 次に示す設計用水平震度を乗 じ た

 もの とする 。

設計用水平震度

（ １ ） 現場搬入前に メーカー工場において 、 立会い検査を （ する ・ し ない ）

） １ 部 、 マ イ ク ロ

本工事におけ る他工事 と の工事区分は以下に よ る 。１  他工事 と の区

事           項項   目

（ 総則 ）

２ ．共通事項

監督職員に連絡 し 、 監督職員の検査を受け る 。

  別契約の関係請負者が定置 し た ものは 、 無償で使用で き る 。

（ ３ ） 足場 ・ さ ん橋類

  ただ し 、 すべて請負者の負担 とする 。

  設置条件  構内に作る こ と が    ・ で き る     ・ で き ない

（ ２ ） 工事用仮設物

（ １ ） 監督職員事務所     ・ 設けない     ・ 設け る６  仮設

水 ・ その他 の諸手続等に要する費用は請負者の負担 とする 。

５  工事用電力  本工事に必要な工事用電力 、 水等の費用及び官公署その他の関係機関へ

４  工事報告

機 材

入 線 配 線

地 中 埋 設 配 管

い ん ぺ い 配 管

コ ン ク リ ー ト 埋込配管３  立会検査を要

する施工工程

機 器 取 付

・ ・ ・ ・ ・ 配管完了後コ ン ク リ ー ト 打設前

・ ・ ・ ・ ・ 配管完了後天井張 り 前

・ ・ ・ ・ ・ 配管完了後埋め戻 し前

・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工後

・ ・ ・ ・ ・ 原則 と し て現場搬入後

・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据え付け施工時

よ る 。

員の承諾を得る 。 なお 、 特殊な材料に よ る施工は 、当該製品の指定工法に

 設計図書に記載されていない特殊な材料に よ り 施工する場合は 、監督職２  特殊な材料

工法

 「 監理業務報告書 」 に よ り 、 当月の施工内容及び 、打ち合わせ記録書等

を翌月の ３ 日までに監督職員に報告する 。

工  種 区  分 本  工  事 機械工事 建築工事分

接  地  抵  抗
1 0Ω以下

1 0Ω以下

1 0Ω以下

1 0Ω以下高  圧  避  雷  器

共  同  接  地

共  同  接  地

測   定   用

Ａ   種

Ｂ   種

接  地  の  種  類 記  号 接   地   極

銅板 ( 9 0 0× 9 0 0× 1 . 5 t )、 １枚以上

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

Ｃ   種

Ｄ   種

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上1 0 0Ω以下

1 0Ω以下

※  電力会社の指定値による

回路数に よ り 1 0～ 1 0 0Ω

1 0Ω以下

1 0Ω以下

1 0 0Ω以下

交  換  機  用

通   信   用

通   信   用

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

雷  保  護  設  備

接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上

銅板 ( 9 0 0× 9 0 0× 1 . 5 t )、 １枚以上

1 0 0Ω以下 接地棒 ( 1 . 5 m× 1 4φ ) 、 １本以上電話引込口の保安器

接地極 接地極の材料は下記に よ る 。

告する 。

け る 。 ただ し 、 絶縁劣化等に よ り 再使用に耐えない場合は 、 監督職員に報

 取外 し再使用機器は原則 と し て清掃及び絶縁抵抗測定を行った後 、取付再使用機器

ヤモン ド カ ッ ターに よ る 。

 既存の コ ン ク リ ー ト 床 、壁などの配管貫通部の穴開けは原則 と し てダ イ７  はつ り

定箇所数

装置の照度測

６  非常用の照明

測定数    箇所以上

・ 屋外 （           ）

の塗装

・ 屋内 （           ）

下記の露出配管は塗装を行 う 。５  金属製電線管

路

４  電線本数 ・ 管

線本数及び管径などは監督職員の承諾を受けて変更 し て も差 し支えない 。

 分電盤 、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は 、 電線太 さ 、 電

３  保護協調 保護継電器等の保護協調検討書 （ 地絡 、過電流 ） を監督職員に提出する 。

施工を行 う もの とする 。

 契約電力5 0 0 KW以上の電気工作物において も 、 第一種電気工事士に よ り２  電気工事士

種類

１  電気工作物の ・ 事業用電気工作物      ・ 一般用電気工作物

事           項項   目

９  

８  

（ 共通事項 ）

2 . 0

( 2 . 0 )

< 2 . 0 >

1 . 5

( 1 . 5 )

< 1 . 5 >

1 . 0

1 . 5

( 2 . 0 )

< 1 . 5 >

1 . 0

( 1 . 5 )

< 1 . 0 >

0 . 6

1 . 5

( 2 . 0 )

< 1 . 5 >

1 . 0

< 1 . 0 >

0 . 6

( 1 . 5 )

1 . 0

0 . 6

0 . 4

( 1 . 5 )

< 1 . 0 >

( 1 . 0 )

< 0 . 6 >

・ 特定の施設 (甲類･乙類 ) ・ 一般の施設 (乙類 )
一般機器重要機器一般機器重要機器

耐  震  安  全  性  の  分  類

１ 階天井～

上層階の床

設

上

天

 置  場  所

 層  階  の

 井  以  上

（ 注 ） (    )  内の数値は防振支持の機器の場合に適用する 。

< 1 . 5 > < 1 . 0 > < 1 . 0 > < 0 . 6 >

( 1 . 0 ) ( 1 . 0 ) ( 1 . 0 ) ( 0 . 6 )１ 階の床以下

・ 配電盤  ・ 自家発電装置   ・ 交流無停電電源装置  ・ 直流電源装置

・ 交換機  ・ 火災報知受信機  ・ 中央監視装置

重要機器 ：

上層階の定義は次に よ る 。

  ６ 階建以下の場合は最上階 、 ７ ～ ９ 階建の場合は上層 ２ 階 、 1 0～ 1 2階

 建の場合は上層 ３ 階 、 1 3階以上の場合は上層 ４ 階 とする 。

（ ２ ） 設計用鉛直地震力

  設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の １ / ２ と し 、水平地震力 と同時

 に働 く もの とする 。

一般機器 ： 上記以外の もの

<    >  内の数値は水槽類に適用する 。

   〃    （ バ リ ア フ リ ー対応 ）

電力量計

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ ､電話用ｱ ｳ ﾄ ﾚ ｯ ﾄ ､直列ﾕ ﾆ ｯ ﾄ (

非難口誘導灯

廊下通路誘導灯

ス イ ッチ （ 一般 ）

    〃     （ 踊場 ）

    〃     （ 鏡上 ）

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ（ 車庫 ）

引込開閉器 （ 低圧 ）

             〃             (

             〃             (

分電盤 、制御盤 、実験盤

開閉器箱

接地用端子箱

避雷接地用端子箱

親時計

子時計 、 ス ピーカ

ア ッ テネータ

室内端子盤 （ 廊下 ・ 室内 ）

中間端子盤 （ Ｅ Ｐ Ｓ ・ 電気室 ）

イ ン ターホン

テレ ビ機器収納箱

火報受信機 （ 複合盤 ）

副受信機

自動火報機器収納箱

発信機

警報ベル

表示灯

連動制御器 （ 自動閉鎖 ）

ガス漏れ検知器 （ Ｌ Ｐ ガス ）

      〃       （ 都市ガス ）

廊下表示灯 （        〃        

同上子機  （ バ リ アフ リ ー対応 ）

復帰ボタ ン （       〃       

呼出ボタ ン （       〃       

〃

  1 , 8 0 0床上～中心

〃

鏡上端～中心

床上～下端

床上～上端

床上～中心

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

床上～上端

)

)

)

[ m m ]

  2 , 5 0 0

    1 5 0

  1 , 5 0 0

  1 , 0 0 0

  1 , 3 0 0

  1 , 1 0 0

    2 0 0

台上 2 0 0

  1 , 0 0 0

  1 , 5 0 0

    5 0 0

〃

  1 , 5 0 0

  1 , 5 0 0

地上 ､床上～中心

床上～下端

    5 0 0

    8 0 0

〃

〃

  1 , 8 0 0

  2 , 3 0 0

  1 , 3 0 0

床上～下端

床上～中心

    5 0 0

  1 , 5 0 0

〃

〃

〃

〃

〃

〃

  1 , 3 0 0

  1 , 1 0 0

和式

  1 , 3 0 0

  2 , 0 0 0

床上～操作部

床上～中心

〃

〃

〃

〃

  1 , 5 0 0

    8 0 0

  1 , 5 0 0

    8 0 0

    8 0 0

  2 , 3 0 0

  1 , 8 0 0

床上～中心

一般

和室

台上

）

）

）

天井面～中心 （ 天井面 ） - 2 0 0

〃

〃

  1 , 5 0 0

    3 0 0

1 , 1 0 07 0 0 ､洋式9 0 0 ､優先便所 3 0 0及び

て下表に よ るが 、 監督職員 と打ち合わせに よ り 決定する 。

名     称
ブラ ケ ッ ト （ 一般 ）

測  点
床上～中心

取  付  高  
  2 , 1 0 0

 壁付 、壁掛形の機器等の取付高 さは 、 図面に記載のない場合は原則 と し取付高 さ1 0  

（ １ ） 鹿児島の特殊気象条件 （ 高温 、多湿 、 降灰 、塩害 、 台風 、 高潮等 ）

を考慮 し て 、 これに耐え得る製品 とする 。

（ ２ ） キ ャ ビネ ッ ト には内外面 と も焼き付け塗装を施す 。 なお 、 塗装色は

監督職員の指示に よ る 。

（ ３ ） ド アの開いた状態で 、 ガータースペースが見えに く く 、 充電部が露

出し ない構造の もの とする 。

（ ４ ） 屋外用キ ャ ビネ ッ ト の蝶番装置は全て ステン レ ス製 とする 。

（ １ ） 屋外露出配管の支持等に使用する金物は 、 全て ステ ン レ ス製か溶融

亜鉛めっ き仕上げの もの とする 。

（ ２ ） 導入線は太 さ 1 . 2 m m

（ ３ ） 床 、梁その他の配管用ス リ ーブ穴は 、 配管完了後完全に埋め戻す 。

（ ４ ） ケーブルの端末は 、原則 と し て 、専用の端末処理材を用いて確実に

処理する 。 ま た 、 Ｅ Ｅ Ｆ ケーブルの端末は 、 二叉管又は三叉管の端末

キ ャ ッ プをかぶせる等の方法に よ り 処理する 。

 屋外での電線の接続は 、 シース と同等以上の絶縁性能を有する テー

プを用い る 。

（ ５ ） 将来用の予備配管があ る場合は 、将来の入線工事に も配慮 し て 、 整

線を行 う こ と 。

監督職員の指示に よ る 。

（ １ ） 塗装は 、 分電盤 ・ 制御盤に準ずる 。 但 し 、 裏ボ ッ ク ス と し て壁等に

埋め込んで使用する ものは 、 錆止め塗装までで よい 。

（ ２ ） 各種位置ボ ッ ク ス 、 プルボ ッ ク スおよびジ ョ イ ン ト ボ ッ ク スの内面

には必ず入線前に絶縁塗装を施す 。

ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ

 プルボ ッ ク ス 、 ジ ョ イ ン ト ボ ッ ク スは 、 その蓋又はプレー ト の表面に

刻印等に よ り 用途を表示する 。

（ ５ ） 原則 と し て 、 ド ア裏面に結線図を収容する金属製図面ホルダー （ A 4

サ イ ズ ） を設け る 。

1 1  キ ャ ビネ ッ ト

1 2  電線 ・ 電線管

1 3  電線の色別

1 4  ボ ッ ク ス類

1 5  位置ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ

事           項項   目

（ 電力設備 ）

る 。

１  配線器具

白熱電球

電極棒の長 さ

名称を刻印表示する 。

  ア  単相 ２ ０ ０ Ｖ

  イ  三相 ２ ０ ０ Ｖ

  ウ  一般電源用以外 （ 発電機回路 、 Ｕ Ｐ Ｓ回路等 ）

白熱電球の定格電圧は １ １ ０ Ｖ とする 。

監督職員の指示に よ る 。

２  

３  

ホール ・ ハン

（ １ ） 蓋

ド ホール  の標準 とする 。

1 6  ブ ロ ッ ク マン

とする 。

（ ３ ） 取付金物

ウ  水抜きは 、 監督職員の指示に よ り 設け る 。

 理剤を用いて完全な防水処置をする 。

 予定箇所以外の貫通は認めない 。

（ ２ ） 防水及び水抜き等

 水パ ッ キンは枠に接着剤 （ ボン ド等 ） で接着する 。

1 7  接地標示及び

ケーブル埋設

標示

を ２ ｍ毎に印刷など容易に消えない方法で記入する 。

 ま た 、 ケーブルシー ト の色は 、 黄色又はオレ ンジ とする 。

イ  用途表示については監督職員の指示に よ る 。

管路深 さの １ /

Ｅ A , C

Ｅ A , D , C

Ｅ C

Ｅ D

Ｅ B

Ｅ A

Ｅ L L

Ｅ L H

Ｅ t

Ｅ L

Ｅ D t , Ｅ A

Ｅ A t

Ｅ 0

発生材の処分

天井下地開口補強

天井点検口

空調リモコンスイッチ

換気扇 ・電灯盤取付補強

電動シャッタースイッチ ス イ ッチ支給品取付

空配管 ・位置ボッ クスのみ

備  考

～ 2 , 2 0 0

又は盤上端

又は盤上端

又は盤上端

1 , 9 0 0

1 , 9 0 0

1 , 9 0 0

以下

以下

以下

以下

以下

又は盤上端 1 , 9 0 0以下

～ 1 , 5 0 0

～ 1 , 5 0 0

～ 1 , 5 0 0

以上の樹脂被覆鉄線 とする 。
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凡例 ・ 照明器具姿図
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盤結線図
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管理棟  幹線 ・ 電灯設備平面図

倉庫 ・ 器具庫棟 ・ 危険物倉庫棟電気設備平面図



管理棟  差込 ・ 弱電設備平面図
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